
 第１１回 Japan Drone 2026 

岐阜県ブース共同出展者募集要項 

 

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター及び岐阜県（以下、出展者）では、令和８年６月に幕

張メッセで開催予定の第１１回 Japan Drone 2026 を県内ドローン関連企業の販路拡大の機会と

捉え、県内中小企業の出展支援を計画しており、このたび、「第１１回 Japan Drone 2026」への

共同出展に参加を希望する中小企業を募集します。 

 

１ 出展支援要旨 

 ドローン関連産業は、今後、成長が期待されている産業であり、本県では、当該産業の成長を支援

しています。 

 このたび、「第１１回 Japan Drone 2026」の場を活用し、県内企業の持つ技術、部品、製品等の

販路拡大を目的とし、出展支援を行います。 

 

 ２ 展示会概要 

○名  称  第１１回 Japan Drone 2026 

○日  程  令和８年６月３日（水）～ ５日（金）の３日間 

○会  場  幕張メッセ 

○主  催  一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会  

○内  容  展示商談会 

○Ｕ Ｒ Ｌ  https://ssl.japan-drone.com/ 

○目  標  来場者数 24,000 人（次世代エアモビリティ EXPO2026 との合計、見込） 

       出展社数 300 社・団体（次世代エアモビリティ EXPO2026 との合計、見込） 

 

 ３ 共同出展の概要 

○共同出展の形式 

  出展者が、会場（幕張メッセ）内に、出展ブースを確保し、予算の範囲内で出展小間料の一部を

負担することにより、共同出展企業の経費負担を軽減します。 

  なお、希望により、当センターの航空宇宙コーディネーターによる商談内容のアドバイスや相

談などの支援を行います。 

［小間割］１小間内に１社・団体の出展とします。（1 小間のサイズは 9 ㎡（幅 3m×奥行 3m）） 

［用 途］商談スペース、PR パネル・カタログ配置、製品・サンプル展示等 

○参加費用 

  参加企業の負担金は 242 千円程度（小間料の半額。残りの半額と装飾経費等の共通経費は出展 

者が負担） 

  上記以外で参加企業各社に負担いただく経費があります。 

   ［ 例 ］会期中の展示・商談にかかる経費（旅費、追加装飾費等） 

展示物の搬入出に関する経費（運送代等） 

○決定後のキャンセル 

  共同出展決定後、共同出展をキャンセルされた場合、主催者に支払うキャンセル料（最大で企業 



負担金と同額）をご負担いただきます。 

 

 ４ 共同出展申込要項 

○申込方法  上記「３ 共同出展の概要」及び下記「５ 共同出展企業の選定」をご覧頂き、別紙

「共同出展参加申込書」に必要事項をご記入の上、郵送にてお申込みください。提出

書類を受理した時点で、申込受付とします。 

〇提出書類  別紙申込書１部、 

企業パンフレット・ドローン関連製品・部品等事業概要が分かるもの各４部 

○申 込 先  公益財団法人岐阜県産業経済振興センター各務原支所 技術支援課 

        〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 1 丁目 1 番地 

       【問い合わせ先：メールアドレス】aerospace-GPC＊gpc-gifu.or.jp 

（注）メールアドレスの「＊」を「＠」と換えてお送りください。 

○申込期間  令和８年２月２０日（金）～令和８年３月２０日（金）※当日 17 時必着 

 

 ５ 共同出展企業の選定 

○支援対象 

  県内の事業所において、ドローン関連の部品製造、組立等を現に行っているか、またはこれから

行おうとしている中小企業で、全日程参加できる企業。 

○支援予定数 

  ４社（予定） 

○企業選定 

  下記事項に該当する中小企業を優先し、選定委員会等での審査を経て、4 月上旬を目途に参加企

業を選定いたします。 

① ドローン関連の部品を開発／試作・製造しているか、しようとしている企業 

② ドローン関連の工具や治具を開発／試作・製造しているか、しようとしている企業 

③ ドローン関連の部品を開発・製造することによりドローンの利活用に取り組んでいる企業 

④ ドローン関連の部品・工具・治具の開発／試作・製造をこれから行おうとしている企業の場合、

具体的な計画があり、その実現性がある企業 

○選定基準 

  以下に示す評価項目により企業を選定します。 

① 支援の妥当性 

・ドローン関連の部品・工具や治具等の試作／開発、製造又は組立を行うモノづくり企業等で 

あるか。 

・ドローンの利活用を行っている企業であるか。 

・ドローン関係の売上があるか。 

・これから行おうとしている企業の場合、その計画が具体的であり、実現性があるか。 

② 将来の受注獲得の可能性 

・展示会・商談会の目的に合致した具体的な出展内容であり、そのアピールポイント（特徴、

独自性、競争優位性等）が明確であるか。 

③ 事業実施の有効性 

・商談ターゲットやその目標値が適切であるか。 

④ 継続性 



・事業終了後も自主的なビジネスの継続が期待できるか。 

⑤ 商談実施の確実性 

・適切にかつ確実に商談ができる出展体制（人材等）を有しているか。 

⑥ 将来展望の具体性 

・将来像や目標等が明確であるか。 

 

 ６ 注意事項 

○出展にあたっては別に定められた参加規定等を遵守するとともに、出展者と協議のうえ出展をし

ていただきます。 

○「第１１回 Japan Drone 2026」に関する詳細は、上記２に記載のホームページをご覧ください。 

○本事業は、岐阜県からの補助金による公益財団法人岐阜県産業経済振興センターの令和８年度予

算に関わるものであり、岐阜県議会での予算成立等が事業実施の条件となります。 

 

 ７ 問い合わせ先 

○県内全般   公益財団法人岐阜県産業経済振興センター各務原支所 技術支援課（新田・光井） 

         TEL 058-379-2212（代表）  FAX 058-379-2215 

         E-mail  aerospace-GPC＊gpc-gifu.or.jp 

（注）E-mail の「＊」を「＠」と換えてお送りください。 

 


